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(57)【要約】
　本発明は、伴侶動物の認知能力を改善するための栄養補給食品の製造にロイシン、イソ
ロイシンおよびバリンを使用すること、ロイシン、イソロイシンおよびバリンを含むペッ
ト用栄養補給食品、並びに動物、特に伴侶動物の認知能力を改善する方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伴侶動物の認知能力を改善するために栄養補給食品の製造にロイシン、イソロイシンお
よびバリンを使用する方法。
【請求項２】
　前記ロイシン、イソロイシンおよびバリンが、遊離アミノ酸、該ロイシン、イソロイシ
ンおよびバリンの１種類以上が豊富なペプチド、またはロイシン、イソロイシンおよびバ
リンが豊富な抽出物として提供されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記栄養補給食品が犬のために提供されることを特徴とする請求項１または２記載の方
法。
【請求項４】
　前記栄養補給食品が精神的および肉体的能力を改善および／または維持するものである
ことを特徴とする請求項１から３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記栄養補給食品が老年の犬のために提供されることを特徴とする請求項１から４いず
れか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記栄養補給食品が、粉末、ビスケット、スナックバー、キャンディー類、おやつ、キ
ブル、ソース、トッピング、衣または錠剤として提供されることを特徴とする請求項１か
ら５いずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　伴侶動物の認知能力を改善する方法であって、請求項１から６いずれか１項記載の栄養
補給食品を、その必要のある動物に投与する工程を有してなる方法。
【請求項８】
　ロイシン、イソロイシンおよびバリンを含むペット用栄養補給食品であって、粉末、ビ
スケット、スナックバー、キャンディー類、おやつ、キブル、ソース、トッピング、衣ま
たは錠剤であることを特徴とするペット用栄養補給食品。
【請求項９】
　犬のために提供されることを特徴とする請求項８記載のペット用栄養補給食品。
【請求項１０】
　認知能力を改善または維持するのに使用されることを特徴とする請求項８または９記載
のペット用栄養補給食品。
【請求項１１】
　老年の犬のために提供されることを特徴とする請求項８から１０いずれか１項記載のペ
ット用栄養補給食品。
【請求項１２】
　請求項１から１１いずれか１項記載の栄養補給食品を製造する方法であって、ロイシン
、イソロイシンおよびバリンを、該栄養補給食品の別の成分と混合する工程を有してなる
方法。
【請求項１３】
　実質的に実施例を参照して記載された使用方法。
【請求項１４】
　実質的に実施例を参照して記載された方法。
【請求項１５】
　実質的に実施例を参照して記載されたペット用栄養補給食品。
【請求項１６】
　実質的に実施例を参照して記載された製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、伴侶動物の認知能力を改善するための栄養補給食品の製造にロイシン、イソ
ロイシンおよびバリンを使用すること、ロイシン、イソロイシンおよびバリンを含むペッ
ト用栄養補給食品、並びに動物、特に伴侶動物の認知能力を改善する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間と動物との間の相互関係は、多くの生活機能を果たすために人間が動物に依存する
ほどまで発展してきた。犬の役割、特に、盲目の人のための盲導犬、聴覚障害者のための
聴導犬としての役割、追跡の役割、薬物や爆発物などの物質の検知の役割などが、社会に
とって重要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　動物の生活機能や要求される機能を実施する能力もしくは動物と飼い主または調教師の
楽しみのための課題を実行する能力は、動物の認知能力および／または機能による。その
ような認知能力が改善されれば、動物とその飼い主に多くの恩恵が与えられるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願の発明者等は、分岐鎖アミノ酸のロイシン、イソロイシンおよびバリンを使用し
て、伴侶動物、特に、犬の認知能力を改善し、その精神的健康状態を改善できることを発
見した。
【０００５】
　したがって、本発明の第１の態様は、伴侶動物の認知能力を改善するための栄養補給食
品の製造にロイシン、イソロイシンおよびバリンを使用することを提供する。
【０００６】
　ロイシン、イソロイシンおよびバリンは、好ましくは結晶質形態にある、遊離アミノ酸
として、もしくはロイシン、イソロイシンおよびバリンの豊富なペプチドとしてまたはロ
イシン、イソロイシンおよびバリンの豊富な抽出物として提供してもよい。ロイシン、イ
ソロイシンおよびバリンの豊富な適切なペプチドとしては、ジペプチド、トリペプチド、
テトラペプチド、ペンタペプチド、ヘキサペプチド、長鎖ペプチドおよびペプチド混合物
が挙げられる。そのようなペプチド混合物としてしは、ロイシン、イソロイシンおよびバ
リンの豊富なタンパク質、そのハイドロレートまたは分画が挙げられる。前記アミノ酸は
さらに、塩、Ｎ－アセチルＬ－バリンなどのＮ－アシルアミノ酸誘導体および／またはＮ
－アルカノイル誘導体として提供してもよい。バリン、ロイシンおよびイソロイシンは、
Ｌ－形態で提供されることが好ましい。好ましい特徴において、ロイシン、イソロイシン
およびバリンは、炭水化物源と共に提供される。
【０００７】
　第１の態様の栄養補給食品は、猫、犬、馬などの家庭用動物を含む伴侶動物（任意のペ
ット動物）のために提供される。この栄養補給食品により、伴侶動物の認知能力が増大す
るおよび／または維持される。特に、この栄養補給食品により、伴侶動物の知識を習得お
よび／または適用する能力が増大するおよび／または維持される。より詳しくは、その栄
養補給食品により、伴侶動物における理解、洞察および／または推論が増進するおよび／
または維持される。その栄養補給食品により、動物の精神的健康状態が最適になる。第１
の態様の栄養補給食品は、犬、特に、介助、ショー、機敏性、パフォーマンスのための犬
、救助犬、作業犬および服従犬に特別な利点をもたらす。そのような犬の認知機能を改善
するための栄養補給食品の使用は、改善されたパフォーマンス、より効率的なパフォーマ
ンス、飼い主または調教師との改善された相互関係などを含む多くの利点を提供する。本
発明に関する犬は、例えば、牧羊犬、救助犬、薬物や爆発物などの物質の検出に関わる犬
、追跡犬、盲導犬、聴覚障害者のための聴導犬などの作業犬であって差し支えない。ある
いは、犬は家庭のペットであってもよい。第１の態様の栄養補給食品は、ショーで公開さ
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れる伴侶動物の認知能力を改善するために、特に、伴侶動物の機敏性、服従性および／ま
たはパフォーマンスを改善するために使用できる。
【０００８】
　認知能力が改善されると、観察される肉体的パフォーマンスが改善されることになる。
したがって、第１の態様の栄養補給食品は、精神的パフォーマンスおよび肉体的パフォー
マンスの両方を改善および／または維持するために使用できる。
【０００９】
　本発明の栄養補給食品は、伴侶動物に、定期的に、例えば、一日一回、二回または三回
、与えて差し支えない。動物にそのように定期的に投与すると、動物の認知能力を持続的
に改善することができ、そのことは、一貫した認知能力が要求される盲導犬などの動物に
とって有用であろう。あるいは、本発明の栄養補給食品は、認知能力を特別に改善する必
要のある場合、例えば、動物が、ショーや救助などの強烈なまたは高い認知活動の期間の
前に、問題を解決しなければならない場合、精神活動の期間中の動物の能力を改善するた
めに、または救助中などの特別な骨の折れるまたは要求の多い活動中に動物に余分なエネ
ルギーおよび／または精神能力を与えるために、与えても差し支えない。
【００１０】
　前記栄養補給食品は、年取った動物（８才以上）に提供することが好ましい。年取った
動物、例えば、犬は、特に、本発明から恩恵を受けるであろう。
【００１１】
　第１の態様の栄養補給食品は、追加の食料品の有無にかかわらずに投与できる、粉末、
ビスケット、スナックバー、キャンディー類、おやつ(treat)、キブル、ソース、トッピ
ング、衣または錠剤であって差し支えない。
【００１２】
　前記栄養補給食品を追加の食料品と共に投与する場合、その栄養補給食品は、順次に、
同時にまたは別々に投与しても差し支えない。この栄養補給食品は、食料品と混合しても
よい。混合は、食料品を調製するまたは包装するときに行ってもよく、または食料品を動
物に与えるときに行ってもよい。ロイシン、イソロイシンおよびバリンは、任意の他の成
分に加える前に一緒に混合してもよく、または別々に加えてもよい。別々の場合、それら
は、同時に加えても、異なるときに加えてもよい。あるいは、栄養補給食品は、食料品の
上に撒いたり注いだり（すなわち、食料品へのトッピングとして提供される）しても、ま
たは別々に出しても差し支えない。あるいは、その栄養補給食品は、水や牛乳などの飲む
ために提供される液体に、または液状食料品（例えば、水性また油性飲料）に加えても差
し支えない。
【００１３】
　栄養補給食品の配合には制限はない。飲料、スナックバーまたは他の食料品で、所定の
正確な栄養補給食品の容易な輸送、投与およびモニタが可能になるであろう。食料品は、
ペレット形態で提供してもよい。全ての場合において、ロイシン、イソロイシンおよびバ
リンの栄養補給食品は、液体または固体、例えば、粉末の形態などのどのような形態にあ
ってもよい。
【００１４】
　第１の態様の特に好ましい特徴において、栄養補給食品は、認知能力または機敏性の増
進が要求される直前に、犬などの伴侶動物に与えられるスナックまたはおやつとして提供
される。特に、スナックバーは、動物の精神的および肉体的パフォーマンスを改善するた
めおよび／または動物の精神的および肉体的エネルギー必要量を供給するために、１種類
以上のエネルギー源を含有してもよい。食料品がスナックバーの形態にある場合、ロイシ
ン、イソロイシンおよびバリンは、成分と混合されても、またはトッピングとして施され
てもよい。
【００１５】
　本発明の目的に関して、栄養補給食品という用語は、ロイシン、イソロイシンおよびバ
リンを含む食料品も包含する。その食料品は、標準的な食品並びにペット用スナック食品
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であって差し支えない。食料品は、調理済み製品であることが好ましい。食料品は、肉ま
たは動物由来の材料（ビーフ、チキン、ターキー、ラム、魚、血漿、骨髄などまたはそれ
らの１種類以上）を含んでよい。あるいは、食料品は、タンパク質源を提供するために、
肉を含んでいなくてもよい（大豆、トウモロコシグルテンまたは大豆製品などの肉代替物
を含むことが好ましい）。食料品は、大豆タンパク質濃縮物、乳タンパク質、グルテンな
どの追加のタンパク質源を含有してもよい。食料品は、１種類以上の穀物（例えば、トウ
モロコシ、米、オート麦、大麦など）などのデンプン源も含有してよく、またはデンプン
を含まなくてもよい。食料品は、ゼラチン化されたデンプン基質を含んでもよい。
【００１６】
　本発明の食料品は、完全食のバランスのとれた食品（例えば、National Reaserch Coun
sil, 1985, Nutritional Requirements for Dogs, National Academy Press, Washington
 D.C.またはAssociation of American Feed Control Officials, Official Publication 
1996に記載されているような）であることが好ましく、または完全食のバランスのとれた
食品と共に用いられることが好ましい。高品質の市販の食品は、National Research Coun
cil, 1985（前出）の栄養推奨にしたがって製造された規定食として定義でき、ここでは
、主要栄養素の消化率は８０％以上である。
【００１７】
　前記栄養補給食品は包装されることが好ましい。このようにして、消費者は、そのパッ
ケージから、その栄養補給食品中の成分を確認し、それが当該の特定のペットに適してい
ることを確かめることができる。そのパッケージは、金属（通常は、缶詰またはフレキシ
ホイルの形態）、プラスチック（通常は、パウチまたはボトルの形態）、紙またはボール
紙であってよい。どの製品中の水分量も、使用できるまたは要求されるパッケージのタイ
プに影響するであろう。
【００１８】
　特に、本発明の栄養補給食品は、任意の認知作業の前に伴侶動物に投与するための食品
である。
【００１９】
　本発明の第２の態様は、伴侶動物の認知能力を改善する方法であって、本発明の第１の
態様において定義した栄養補給食品をその必要のある伴侶動物に投与する工程を有してな
る方法を提供する。
【００２０】
　本発明の第３の態様は、ロイシン、イソロイシンおよびバリンを含むペット用栄養補給
食品を提供する。この栄養補給食品は、追加の食料品の有無にかかわらずに投与できる、
粉末、ビスケット、スナックバー、キャンディー類、おやつ、キブル、ソース、トッピン
グ、衣または錠剤であって差し支えない。この第３の態様の目的に関して、栄養補給食品
という用語は、飲料や、液体に加えられ、動物に飲料として投与される栄養補給食品には
関係しないことが好ましい。
【００２１】
　本発明の第３の態様は、特に、ロイシン、イソロイシンおよびバリンを含むスナックバ
ーに関する。
【００２２】
　本発明の第４の態様は、認知能力を改善または維持するのに使用するための本発明の第
３の態様に定義された栄養補給食品に関する。
【００２３】
　本発明の第５の態様は、第１から第４の態様の栄養補給食品を製造する方法に関する。
その栄養補給食品または食料品は、Waltham Book of Dog and Cat Nutrition, Ed.ATB Ed
ney, Chapter by A.Rainbird, entitled "A Balanced Diet" in pages 57 to 74 Pergamo
n Press Oxfordなどの従来技術における任意の公知の方法にしたがって製造することがで
きる。
【００２４】
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　特に、前記栄養補給食品の成分は、加工中いつでも、一緒にまたは別々に加えることが
できる。それらの成分は、全て一緒に同時に加えても、任意の特定の順序で個別に加えて
もよい。栄養補給食品および／または食料品の他の成分は、加工中いつ加えてもよい。栄
養補給食品の２種類以上の成分を一緒に混合し、次いで、一緒にひくことが好ましい。ひ
いた粒子の水分および温度は、任意のさらなる加工工程の前に操作することができる。前
記成分は、任意の加熱工程または調理工程の前または後に加えてもよい。加工としては、
製品の成形および／または包装が挙げられるであろう。第５の態様の好ましい特徴におい
て、その製品は、ペレットまたはキブルを形成するために押出しにより成形される。押出
しは、ゲージ圧で２０～１０００ｐｓｉ（０．１４～６．９ＭＰａ）および９０～１６５
℃の温度で行われることが好ましい。
【００２５】
　栄養補給食品の成分（バリン、ロイシンおよびイソロイシン）は、その栄養補給食品の
他の成分と混合してもよく、または完成した栄養補給食品に加えても差し支えない。本発
明の好ましい特徴において、１種類以上の成分（例えば、バリン、ロイシンおよび／また
はイソロイシン）は、栄養補給食品の表面に被覆または噴霧される。あるいは、１種類以
上の成分が、栄養補給食品の１種類以上の他の成分と混合される。栄養補給食品の最終的
な含水量は、冷却装置を用いて操作しても差し支えない。
【００２６】
　本発明の各態様の全ての特徴は、必要な変更を加えて、全ての他の態様に適用される。
【実施例】
【００２７】
　ここで、本発明を、以下の非限定的実施例を参照して説明する。
【００２８】
　方法
　活動的な犬の認知機能へのロイシン、イソロイシンおよびバリンの効果を調査するため
の研究を行った。
【００２９】
　その研究は合計で２４匹の犬を含み、その内の１２匹は、若年のグループ（１～３才の
年齢）であり、残りの１２匹は、老年のグループ（８才以上の年齢）であった。各グルー
プの６匹の犬は、テストの日にロイシン、イソロイシンおよびバリンのおやつ（ライスケ
ーキの形態）を与え、各グループの残りの６匹は、対照とし、栄養を補給していないライ
スケーキを与えた。
【００３０】
　研究のために選択した２４匹の犬は、標準的な敏捷性コースを完了するために７週間の
訓練期間を履行した。
【００３１】
　分岐鎖アミノ酸栄養補給
　バリン、ロイシンおよびイソロイシンを、７％の炭水化物溶液（７ｇ／１００ｇの水）
中４０％のバリン、３５％のロイシンおよび２５％のイソロイシンの比で犬に与えた。ロ
イシン、イソロイシンおよびバリンの投与量は、体重３０ｋｇのラブラドールレトリーヴ
ァーに基づいて計算した。分岐鎖アミノ酸ミックスを用いて、低タンパク質の高炭水化物
ライスケーキを被覆した。このコーティングは、ライスケーキが、体重の軽い犬のために
より小さな部分に分割でき、体重に応じて給餌できるように均一に行った。
【００３２】
　対照のライスケーキは、美味しさを改善するためにタレに浸し、一方で、処理済みのラ
イスケーキは、ロイシン、イソロイシンおよびバリンがタレに加えられていた。
【００３３】
　テストの日に、ライスケーキを体重に比例して給餌した。例えば、３０ｋｇのラブラド
ールには１つのライスケーキを与え、それに対し、１５ｋｇのイングリッシュ・スプリン
カースパニエルには、半分のライスケーキを与えた。
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【００３４】
　ライスケーキは、水分、タンパク質、脂質と灰分、糖分およびアミノ酸について分析し
た。完全な結果のセットが表１に示されている。
【表１】

【００３５】
　これらの結果から、以下に述べる栄養補給したライスケーキと未補給のライスケーキの
両方について、予測代謝可能エネルギー摂取（ＰＭＥ）を計算した。
【００３６】
栄養補給したライスケーキと未補給のライスケーキのＰＭＥの計算
ＰＭＥ（kca/100g）＝タンパク質％×3.5＋脂質％×8.5＋ＮＦＥ％*×3.5
*ＮＥＦ％＝100－タンパク質％－脂質％－水分％－灰分％－粗繊維質％（もし分かれば）
したがって；
栄養補給されたライスケーキ
ＰＭＥ＝12.8×3.5＋3.6×8.5＋61.1×3.5
　　　＝44.8＋30.6＋213.85
　　　＝289.25　kcal/100g
未補給のライスケーキ
ＰＭＥ＝8.6×3.5＋5.7×8.5＋66.1×3.5
　　　＝30.1＋48.45＋231.35
　　　＝309.9　kcal/100g
栄養補給されたライスケーキのＰＭＥは、289.25kcal/100gと計算され、未補給のライス
ケーキのＰＭＥは、309.9kcal/100gと計算された。これは、栄養補給されたライスケーキ
当たり約52kcalであり、未補給のライスケーキ当たり約43kcalとなる。各栄養補給された
ライスケーキは、０．８５ｇのバリン、０．７０ｇのロイシン、０．５２ｇのイソロイシ
ンを含有していた。
【００３７】
犬の選択
　２４匹の犬を２つの年齢グループに分類した：若年（１．５と３．５才の間の年齢）お
よび老年（８才を超える年齢）（１２匹の老年と１２匹の若年）。犬は、２つのグループ
（栄養補給と未補給）に亘り合致する年齢と血統に基づいて選択した。
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【００３８】
敏捷性訓練
　各犬は、７週間に亘り毎日、敏捷性の訓練を受けた。標準コースを構成するために、５
つの異なるタイプの敏捷性設備を選択した：
１．　ハードル
２．　Ａ－フレーム
３．　固定式トンネル
４．　タイヤ
５．　折り畳み式トンネル
【００３９】

　標準コースは、以下の順序に配置した。
【００４０】
１．　ハードル
２．　ハードル
３．　Ａ－フレーム
４．　左回転
５．　固定式トンネル
６．　タイヤ
７．　右回転
８．　ハードル
９．　組み立て式トンネル
【００４１】

　毎週学ぶために犬にコースのブロックを割り当てた訓練スケジュールを準備した。
【００４２】
テスト手順
　７週間の訓練期間の終わりに、全ての犬は、最低レベルの能力に到達した。このレベル
は、最後の２週間の訓練における犬の能力についての調教師の意見と、訓練の最終日の犬
の能力の審判者による評価とにより決定した。
【００４３】
　個々の犬の評価とテストの最終的な日付について、訓練後の３週間でそれぞれに日にち
を設定した。
【００４４】
　テストの日に、犬にはテスト時間が割り当てられた。テストの開始から１５３．８±３
．８分前に、栄養補給グループに分岐鎖アミノ酸を与えた。犬の調教師には、その犬にど
のライスケーキが与えられたかは伏せた。
【００４５】
　各犬は、標準コースを３回連続して走り抜けた。その直後、犬は、近くの野原まで歩か
され（約５０メートル）、新たなコースを走り抜けるように働きかけられた。この新たな
コースは、標準コースと同じ設備からなったが、異なる順序と異なる位置に配置されてい
た。
【００４６】
　新たなコースは、以下の順序で配置されていた：
１．　タイヤ
２．　ハードル
３．　Ａ－フレーム
４．　右回転
５．　組み立て式トンネル
６．　ハードル
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７．　左回転
８．　ハードル
９．　固定式トンネル
【００４７】

能力の測定を記録した。
【００４８】
評価
　犬に、回転を含むコースの各設備を完了する能力について評点を付けた。犬がうまく障
害物を完了した場合、その犬にはチェック印を付けた。犬がためらったり、障害物を完全
にし損ねたり、障害物を嗅ぎ回ったり、気が散ったり、もしくは障害物を適切に完了しな
かった場合には、バツ印を与え、再度その障害物を開始するように割り当てた。犬は、次
の障害物に移動される前に、各障害物で５回の試みを許された。コースを完了するのにか
かった時間も記録した。これは、犬が出発位置から放され、最後の障害物を完了するまで
を計った。
【００４９】
統計分析
【表２】

【００５０】
　ミスした数および標準コースのラウンド２とラウンド４（新たなコース）を完了するの
にかかった時間が、この統計分析に用いたデータである。
【００５１】
　ラウンド２および４におけるパフォーマンスへの栄養補給の効果を、多因子ＡＮＯＶＡ
を用いて、ミスした数を比較することによって計算した。
【００５２】
　ラウンド２とラウンド４の間の個々の改善を評価するために、各犬について、改善係数
を計算した。この計算は、以下のとおりであった：
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【数１】

【００５３】
　多因子ＡＮＯＶＡも用いて、栄養補給の状態、血統および年齢について、ラウンド２と
ラウンド４との間の能力を比較した。
【００５４】
　ラウンド４の能力への栄養補給の効果は、多因子ＡＮＯＶＡを用いて、ミスの数を比較
することによって計算した。
【００５５】
結果
　ラウンド２における基準パフォーマンスへの栄養補給の効果はなかった（栄養補給した
ものについて、ミスの平均数＝２．５８±２．７１であり、未補給のものについては、２
．３３±２．５０であった）。
【００５６】
　同様に、ラウンド４で行われたミスの総数において、栄養補給したものと未補給のもの
との間には、著しい差（ｐ＞０．２）はなかった（栄養補給したものについて、ミスの平
均数＝３．９２±３．００であり、未補給のものについては、５．３３±２．５７であっ
た）。
【００５７】
　改善係数を用いて、ラウンド４における個々の犬の基準パフォーマンスにおける差と、
ラウンド４におけるそのパフォーマンスにおける差（平均ミスの百分率差）を測定した。
２匹の犬を除いて全ての犬が、ラウンド２とラウンド４との間の差を示した。
【００５８】
　栄養補給と年齢について、著しい相互関係（ｐ＜０．０２）が発見された（平均ミスの
百分率差は、老年の栄養補給した犬では１３．３３±９９．３３であり、老年の未補給の
犬では３２５．００±２８２．４０であり、若年の栄養補給した犬では１５８．３３±１
１５．８３であり、若年の未補給の犬では９８．３３±６２．９８であった）。栄養補給
は、若年の犬よりも老年の犬のほうにより影響があるようである（図１）。図１のグラフ
のミスのバーは、標準偏差を示している。
【００５９】
議論
　多くの作業犬は、長年に亘りパフォーマンスを維持するという課題に直面している。こ
の研究の設計は、犬の快適な生活を危うくせずに、高レベルの肉体的および認知の挑戦を
提供するために考えられた。ラウンド４（馴染みのないコース）において、老年の犬は、
若年の犬よりも合計数で少ないミスしかしなかった。
【００６０】
　この研究において、２匹の犬を除いて全ての犬が、ラウンド２（馴染みのコース）から
ラウンド２に進行したときに、ミスの数が増加した。このパフォーマンスの損失は、老年
の犬について、栄養補給されていれば、著しく減少した。この研究は、ロイシン、イソロ
イシンおよびバリンの栄養補給が、活動的な犬にとって、特に老年の場合、認知の利点を
提供することを示している。
【００６１】
結論
　これらの予備データは、特に、全体のパフォーマンスに影響を与えるであろう運動中の
認知能力を維持するために、ロイシン、イソロイシンおよびバリンの栄養補給により、老
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年の犬の能力が改善されることを示している。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】栄養補給の若年と老年の犬への影響を示すグラフ

【図１】
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